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（1）特許出願と研究開発費や売上高・出願
順位規模別にみた特許出願件数

内国出願人による特許出願件数の推移を中

長期で見ると、1980年から1987年までは総 R

＆ D費の推移に同調するように漸増している。

1988年に改善多項制 1が導入された後は、伸

びは鈍化したが、引き続き漸増し、2000年に

ピークに達した（38.7万件）。その後は漸減

傾向となったものの、2016年からは再び増加

に転じ、2017年には26.0万件となった。なお、

2008年から2009年にかけての大きな減少は、

知的財産活動の状況1
2008年 9月に発生したリーマン・ショックの

影響を受けたものと考えられる。

外国出願人による特許出願件数の推移を見

ると、1980年から2007年までは堅調に漸増し

ている。2007 年にピーク（6.3万件）に達し

た後、2008年 9月に発生したリーマン・ショッ

クの影響を受けて、2009年には5.3万件にま

で減少した。その後は漸増傾向となったもの

の、2014 年を境に再び減少に転じ、2017 年

には5.8万件となった。

企業等における知的財産活動
企業活動の高度化・グローバル化の進展等に伴い、我が国企業の知的財産活動

を取り巻く環境は大きく変化しており、また、企業規模や技術分野の違いによって、

知的財産戦略は多様化しているといえる。これらの状況について、本章では、出願

件数等の動向からみた知的財産活動の実態、知財担当者数・活動費からみた知的

財産活動の状況、知的財産権の活用状況等を紹介する。

第 2 章

１　 出願の単一性を満たす複数の請求項を特許請求の範囲に記載できるようにした制度。

1-2-1図  
内外国出願人による特許出願件数、実用新案登録出願件数及び総 R&D 費の推移
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（資料）特許庁作成

総 R＆ D費については科学技術研究調査報告書（総務省統計）に基づく。
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また、我が国企業のグローバル化が進展す

る中、我が国企業の海外法人の売上高は2009

年度以降から見ると増加傾向にあるが、他方

で、日本から海外への特許出願件数は、2012

年以降は横ばいであった。このことから、近

年においては海外における我が国企業による

特許出願が必ずしも十分でない可能性がある

と考えられる。したがって、海外における製

品やサービスを適切に保護するために、我が

国企業がグローバルでの出願戦略をより一層

強化していくことが必要と考えられる。

出願順位規模別 1で見ると、出願件数上位

30社で全出願件数の25％程度、出願件数上

位 300社で全出願件数の60％を占めている。

そして、2013 年から2017 年にかけて、出願

件数上位30社が大きく出願を減少させ（2013

年 9.4万件→2017年 7.9万件）、2017年には、

出願件数上位1,000社以外による出願件数が、

出願件数上位 30社のそれを逆転した。出願

件数上位1,000 社以外による出願について、

その割合のみならず件数自体も増加傾向にあ

ることから、大企業に加えて、中小・ベンチャー

企業といった、多様な企業により出願がなさ

れ特許制度が利用される傾向がより強まって

いるといえる。

１　出願順位規模別にみた特許出願件数の動向は、各年の出願上位企業を 1～30 位、31～100 位、101～300 位、301～999 位、1,000 位以下の 5つに分類し、それぞ

れについて、2013 年から 2017 年までの各年の特許出願件数を計数したものである。

２　2013 年の出願順位規模別企業の割合の合計が 101％、2015 年の出願順位規模別企業の割合の合計が 99％であるのは、四捨五入の関係である。

1-2-2図  
日本から海外への特許出願件数と我が国企業
の海外法人の売上高の推移

1-2-3図  
特許出願件数に占める出願順位規模別企業の
割合 2

1-2-4図  出願順位規模別にみた特許出願件数の推移

（備考）出願件数は年単位、売上高は年度単位で示す。

（資料）WIPO Intellectual Property Statistics 及び経済産業省「海外事

業活動基本調査」を基に特許庁作成

（資料）特許庁作成

（資料）特許庁作成
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<商標>

2017 年の商標登録件数を企業別に見ると、

第1位は株式会社サンリオで553件、第 2位

は株式会社資生堂で497件、第3位は花王株

式会社で326件であった。上位10社は前年と

ほぼ同じ顔ぶれであったが、第9位の株式会

社ＮＴＴドコモは、前年から大きく順位を上

げた。

1-2-7図  
上位 10 社　2017 年商標登録件数
前年

2016
順位 出願人 登録件数

1 → 1 株式会社サンリオ 553 (939)

2 → 2 株式会社資生堂 497 (539)

4 → 3 花王株式会社 326 (330)

9 → 4 小林製薬株式会社 212 (181)

7 → 5 株式会社明治 202 (206)

3 → 6 株式会社コーセー 201 (331)

10 → 7 パナソニック株式会社 194 (173)

5 → 8 富士通株式会社 183 (309)

28 → 9 株式会社ＮＴＴドコモ 179 (101)

8 → 10 森永乳業株式会社 169 (197)

（備考）表中括弧内は 2016 年。

共同出願については、それぞれの出願人でカウントしている。

(2)企業別登録件数ランキング

<特許>

2017 年の特許登録件数を企業別に見ると、

第1位は三菱電機株式会社で4,484 件、第 2

位はキヤノン株式会社で3,931件、第 3位は

トヨタ自動車株式会社で3,378件であった。

1-2-5図  
上位 10 社　2017 年特許登録件数
前年

2016
順位 出願人 登録件数

3 → 1 三菱電機株式会社 4,484 (4,042)

1 → 2 キヤノン株式会社 3,931 (4,095)

4 → 3 トヨタ自動車株式会社 3,378 (3,717)

2 → 4
パナソニック IP マネ

ジメント株式会社
2,990 (4,046)

8 → 5 本田技研工業株式会社 2,502 (2,144)

9 → 6 株式会社リコー 2,468 (2,142)

5 → 7 富士通株式会社 2,431 (2,399)

6 → 8 株式会社デンソー 2,110 (2,374)

7 → 9 セイコーエプソン株式会社 1,971 (2,281)

11 → 10 株式会社東芝 1,753 (1,647)

（備考）表中括弧内は 2016 年。

共同出願については、それぞれの出願人でカウントしている。

<意匠>

2017 年の意匠登録件数を企業別に見ると、

第1位は三菱電機株式会社で429件、第2位

はパナソニックIPマネジメント株式会社で

413件、第 3位は株式会社岡村製作所で360

件であった。また、第 4位のダイソン・テク

ノロジー・リミテッドと第 6位の日鐵住金建

材株式会社は、前年から大きく順位を上げた。

上位10社にランクインした企業は電機メー

カーが多い。

1-2-6図  
上位 10 社　2017 年意匠登録件数
前年

2016
順位 出願人 登録件数

2 → 1 三菱電機株式会社 429 (415)

1 → 2
パナソニック IP マネ

ジメント株式会社
413 (430)

3 → 3 株式会社岡村製作所 360 (335)

117 → 4
ダイソン・テクノロジ

ー・リミテッド
231  (34)

6 → 5 シャープ株式会社 201 (215)

37 → 6 日鐵住金建材株式会社 199  (70)

4 → 7 株式会社ＬＩＸＩＬ 167 (316)

5 → 8 本田技研工業株式会社 156 (233)

10 → 9 大日本印刷株式会社 132 (141)

11 → 10 株式会社エフピコ 131 (133)

（備考）表中括弧内は 2016 年。

共同出願については、それぞれの出願人でカウントしている。
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業種別1者あたりの知財担当者数では、「電

気機械製造業」が17.0人と最も多く、全体平

均5.7人を大きく上回った。全体を通してば

らつきがあり、業種間で必要とされる知財担

当者の数が異なることがわかり、これは後述

する知財活動費や特許権所有件数が業種間で

異なることとも関連するといえる。

（3）我が国企業等における知的財産担当者
数

特許庁は、我が国の企業等の知的財産活動

の実態を把握することを目的として「知的財

産活動調査」を実施している。2017年度の知

的財産活動調査 1の結果によると、我が国全

体の知財担当者数は2015年度に微減したが、

2016年度には微増となった。なお、全体推計

値については、調査票の回答結果を基に我が

国全体について推計を行った数値 2であるこ

とに留意する必要がある。また、ここでいう「知

財担当者」とは、企業等において、産業財産

権の発掘から権利取得、権利の維持に係る業

務に従事する者のみならず、知的財産権の管

理、評価、取引、実施許諾、係争に係る業務

に従事する者、知財に関する企画、調査、教育、

会計、庶務等、知財活動を支えるために必要

な業務に従事している者も含む 3。

１　知的財産活動調査は、統計法に基づく一般統計調査である。2017 年は、9月 1日～9月 30 日の間に実施した。本調査は 2015 年

に出願実績のあった我が国の個人、法人、大学等公的研究機関のうち、産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）のいずれか

の出願件数が 5件以上であった出願人（6,262 件）を対象に行った（調査票回収率 55.2％）。

　　知的財産活動調査結果　URL：http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/tizai_katsudou_list.htm

２　全体推計値は、母集団を業種別・出願件数階級に層化し、各層の推計元標本についての集計結果を標本数で除し、母集団数を乗

じることによって算出した。

３　本調査は、出願の実績があった者を対象に調査を実施しているため、調査対象となっていない弁理士、弁護士等の法曹界の人材、

特許庁の審査官、登録調査機関等における先行技術文献調査人材、知財法学者等の人材は含まない。

１

1-2-8図  知財担当者数の推移（全体推計値）

1-2-9図  業種別の知財担当者数（1 者当たりの平均値）

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

（備考）産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）のいずれかの出願件数が 5件以上であった出願人の回答を集計した。

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2012 2013 2014 2015

（人）

2016
（年度）

38,06737,670 38,256
39,746

36,475

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
（人）

全体

建設業

食品製造業

繊維・パルプ・紙製造業

医薬品製造業

化学工業

石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業

鉄鋼・非鉄金属製造業

金属製品製造業

機械製造業

電気機械製造業

輸送用機械製造業

業務用機械器具製造業

その他の製造業

情報通信業

卸売・小売等

その他の非製造業

教育・TLO・公的研究機関・公務

5.7

2.4

3.5

4.5

7.4

7.8

5.3

9.5

2.2

5.2

17.0

12.3

9.9

4.5

2.9

1.0

1.6

5.5

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/tizai_katsudou_list.htm


企業等における知的財産活動第2章

特許行政年次報告書2018年版 48

（4）我が国企業等における知財活動費の現
状

2016 年度の我が国企業等の知財活動に要

する費用 1は、図に示すとおりであった。その

内訳としては、出願系費用が過半数を占め、

これに人件費が次ぐ。また、2012 年度から

2016年度にかけて特に出願系費用が増加して

おり、企業等が特許権の取得や保有に力を入

れていることが窺える。

業種別に見ても、ほとんどの業種において

出願系費用の占める割合が最も多く、知財活

動費全体に与える影響が大きいことが分かる。

１　係争の和解金、損害賠償金、ロイヤルティ、産業財産権の購入に要した費用は含まない。

1-2-10図  知財活動費の推移（全体推計値）

（備考）出願系費用： 産業財産権の発掘、発明届書の評価、明細書の作成（外注を含む）、明細書チェック、出願手続、審査請求手続、

技術評価請求手続、拒絶理由通知対応（意見書、補正書作成）等の中間処理業務及び拒絶査定不服審判等に要

する費用、権利存続要否問い合わせ、登録手続、年金納付手続等の権利維持業務に要する費用（弁理士費用等

の外注費を含む。他者からの譲受は除く）。

補　償　費： 企業等の定める補償制度（職務発明規定等）に基づいて発明者、創作者等に支払った補償費。

人　件　費： 企業等において知財業務を担当する者の雇用にかかる費用の直近の会計年度総額。

その他費用： 上記の 3分類に含まれない費用（企画、調査、教育等のその他の経費、業務遂行に必要な固定資産の減価償却

費及びリース料）。

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」
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　業 種 標本数
平均知的財産活動費（百万円）

うち出願系費用 うち補償費 うち人件費 うちその他費用

全体 3,121 166.6 110.3 3.9 35.6 18.0 

建設業 110 42.6 22.6 1.4 15.9 2.5 

食品製造業 158 51.4 27.0 0.8 16.7 5.8 

繊維・パルプ・紙製造業 72 145.7 106.3 2.1 30.3 7.8 

医薬品製造業 77 251.2 126.6 2.6 58.3 46.1 

化学工業 239 250.2 178.1 3.9 65.0 21.5 

石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業 200 159.5 105.3 2.9 37.4 13.7 

鉄鋼・非鉄金属製造業  79 280.5 191.4 9.9 64.2 17.4 

金属製品製造業 128 183.1 112.6 0.7 49.9 19.7 

機械製造業 210 158.7 118.6 2.5 34.5 8.9 

電気機械製造業 298 555.7 373.7 18.2 91.2 73.5 

輸送用機械製造業 129 410.6 266.3 5.5 80.6 62.4 

業務用機械器具製造業 86 424.6 289.7 8.9 86.7 39.5 

その他の製造業 189 101.9 73.9 0.7 16.4 7.8 

情報通信業 153 38.5 16.6 1.0 14.2 5.9 

卸売・小売等 364 7.4 4.9 0.1 1.8 0.6 

その他の非製造業 293 20.7 13.3 0.5 4.8 1.4 

教育・TLO・公的研究機関・公務 246 71.2 37.8 5.2 24.6 3.6 

個人・その他 90 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 

（備考）産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）のいずれかの出願件数が 5件以上であった出願人の回答を集計した。

出願系費用： 産業財産権の発掘、発明届書の評価、明細書の作成（外注を含む）、明細書チェック、出願手続、審査請求手続、技術評価請求手続、拒絶理由通

知対応（意見書、補正書作成）等の中間処理業務及び拒絶査定不服審判等に要する費用、権利存続要否問い合わせ、登録手続、年金納付手続等

の権利維持業務に要する費用（弁理士費用等の外注費を含む。他者からの譲受は除く）。

補　償　費：企業等の定める補償制度（職務発明規定等）に基づいて発明者、創作者等に支払った補償費。

人　件　費：企業等において知財業務を担当する者の雇用にかかる費用の直近の会計年度総額。

その他費用：上記の 3分類に含まれない費用（企画、調査、教育等のその他の経費、業務遂行に必要な固定資産の減価償却費及びリース料）。

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

1-2-11図  業種別の知財活動費（1 者当たりの平均値）
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業種別に見ると、「繊維・パルプ・紙製造業」

において利用割合が高く、「業務用機械器具

製造業」が続くように、特許権の利用率は業

種によって異なっていることが分かる。その

中で、いずれの業種においても企業では利用

率が34％を超えており、特許権の積極的な実

施は業種によらず一定以上なされているとい

える。また、「教育・TLO・公的研究機関・

公務」については、昨年度より微増している

ものの企業と比較して低い傾向にある。

外国での利用状況としては、2016年度、利

用率 48.5％、防衛目的の割合38.4％となって

いる。我が国の企業等は、外国においても日

本と同程度に特許権を利用していることがわ

かる。

（2）特許権の利用状況

先述した知的財産活動調査では、知的財産

権の利用状況についても明らかにしている。

なお、全体推計値については、調査票の回答

結果を基に我が国全体について推計を行った

数値 1であることに留意する必要がある。

国内での利用状況としては、2016年度にお

ける利用率（利用件数 2 ／所有件数）は

49.0％となり、特許権所有件数 3 の半数程度

は自社実施又は他社への実施許諾といった積

極的な実施がなされていることが分かる。ま

た、防衛目的 4 件数の割合は35.7％となって

おり、これは2009 年度から2016 年度にかけ

て見ると増加傾向にあり、企業等による防衛

目的の出願や権利保有が増加していることが

窺える。

う各種費用、販売権の許諾・設定に伴う受払

等を計上しており、また、これらの権利に関

する技術、経営指導料も含む。この推移から、

我が国企業のグローバル化が進展する中、産

業財産権を含む知的財産の国際取引は活発化

しており、我が国の国際収支にも貢献してい

るといえる。

（1）産業財産権等使用料の国際収支

財務省が公表している国際収支統計による

と、我が国の産業財産権等使用料の国際収支

は、2017年には過去最大の3.2兆円の黒字と

なった。ここでいう、「産業財産権等使用料」

には、産業財産権（特許権、実用新案権、意

匠権、商標権）の使用料のほか、ノウハウ（技

術情報）の使用料やフランチャイズ加盟に伴

知的財産権の利活用の状況2

１　全体推計値は、母集団を業種別・出願件数階級に層化し、各層の推計元標本についての集計結果を標本数で除し、母集団数を乗じることによって算出した。

２　利用件数とは、権利所有件数のうち「自社実施（使用）件数」及び、「他社への実施（使用）許諾件数」のいわゆる積極的な利用件数の合計である。なお、未利

用件数とは自社実施も他社への実施許諾も行っていない権利であり、防衛目的権利及び開放可能な権利（相手先企業を問わず、ライセンス契約により他社へ実

施許諾が可能な権利）を含む。

３　特許権所有件数は、内国人現存権利数の確定値である。「うち利用件数」及び「うち未利用件数」は、知的財産活動調査における全体推計結果より権利利用率を

算出し、確定値に乗じることで得ている。

４　自社実施も他社への実施許諾も行っていない権利であって、自社事業を防衛するために他社に実施させないことを目的として所有している権利。

1-2-12図  産業財産権等使用料（受取・支払）の推移

（資料）財務省「国際収支統計」を基に特許庁作成
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2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年

国内特許権所有件数（件） 1,199,184 1,255,489 1,346,804 1,464,176 1,570,897 1,616,472 1,624,596 1,643,595 

うち利用件数 597,519 681,059 711,773 755,209 816,825 790,752 776,358 805,519 

うち未利用件数 601,665 574,430 635,031 708,967 754,072 825,720 848,238 838,076 

　うち防衛目的件数 348,028 350,946 415,630 471,041 479,029 569,938 529,115 586,724 

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

業 種 対象数
国内権利保有件数（件） 【参考】

2015 年度
前年度比

うち利用件数 うち未利用件数 利用率

全体 60,429 1,643,595 805,519 838,076 49.0% 47.8% 1.2%

建設業 2,389 58,684 30,339 28,345 51.7% 41.3% 10.4%

食品製造業 2,702 26,440 12,705 13,734 48.1% 48.5% -0.4%

繊維・パルプ・紙製造業 1,360 34,053 21,853 12,199 64.2% 58.5% 5.7%

医薬品製造業 331 13,499 4,696 8,803 34.8% 42.4% -7.6%

化学工業 1,176 176,700 80,442 96,258 45.5% 45.4% 0.1%

石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業 1,733 119,230 60,541 58,689 50.8% 50.3% 0.4%

鉄鋼・非鉄金属製造業 382 81,268 30,903 50,365 38.0% 37.5% 0.6%

金属製品製造業 1,341 51,497 29,869 21,628 58.0% 54.2% 3.8%

機械製造業 2,243 160,852 86,546 74,307 53.8% 51.7% 2.1%

電気機械製造業 1,930 254,557 142,799 111,758 56.1% 65.2% -9.1%

輸送用機械製造業 580 223,104 76,483 146,621 34.3% 33.3% 1.0%

業務用機械器具製造業 757 189,302 119,394 69,909 63.1% 56.7% 6.3%

その他の製造業 2,067 75,226 40,063 35,163 53.3% 53.5% -0.3%

情報通信業 3,226 43,381 18,261 25,120 42.1% 27.4% 14.6%

卸売・小売等 12,844 30,659 17,074 13,586 55.7% 46.4% 9.3%

その他の非製造業 8,721 45,791 21,889 23,902 47.8% 44.4% 3.4%

教育・TLO・公的研究機関・公務 903 52,312 9,883 42,429 18.9% 18.3% 0.6%

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

1-2-13図  国内における特許権所有件数及びその利用率の推移（全体推計値）
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1-2-14図  国内における業種別の特許権所有件数及びその利用率（全体推計値）
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にあり、活用され得る意匠権取得の動きがよ

り進んでいるといえる。

外国での利用状況としては、2016 年度は

69.7％、防衛目的の割合 26.9％となっている。

我が国の企業等は、外国においても日本と同

程度に意匠権を利用していることがわかる。

（3）意匠権の利用状況

国内での利用状況としては、2016年度の利

用率は69.2％となり、意匠権所有件数の7割

程度は自社実施又は他社への実施許諾といっ

た積極的な実施がなされていることが分かる。

また、2009 年度から2016 年度にかけて、防

衛目的以外の未利用の件数・割合が減少傾向

2009 年 2010 年  2011 年　　2012 年 　2013 年 　2014 年　 2015 年　 2016 年

国内意匠権所有件数（件） 238,473 231,861 225,402 226,483 226,939 224,464 222,763 220,706 

うち利用件数 153,913 158,277 153,738 149,119 155,184 152,291 158,833 152,794 

うち未利用件数 84,560 73,584 71,664 77,364 71,755 72,173 63,930 67,912 

　うち防衛目的件数 56,994 52,976 55,358 55,185 57,710 61,319 54,663 57,816 

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

1-2-15図  外国における特許権利用率の推移（全体推計値）

1-2-16図  国内における意匠権所有件数及びその利用率の推移（全体推計値）
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特許行政年次報告書2018年版53

第
5
章

第
4
章

第
3
章

第
１
部
・
知
的
財
産
を
め
ぐ
る
動
向

第
1
章

第
2
章

一層進んでいるといえる。

外国での利用状況としては、2016 年度は

77.8％となっている。我が国の企業等は、外

国においても日本と同程度に商標権を利用し

ていることがわかる。

（4）商標権の利用状況

国内での利用状況としては、2016年度の利

用率は74.1％であり、2009 年度から2016 年

度にかけて増加傾向にあり、企業等により商

標権の自社使用又は他社への使用許諾がより

2009 年 2010 年  2011 年  2012 年  2013 年   2014 年  2015 年  2016 年

国内商標所有件数（件） 1,474,062 1,475,649 1,480,363 1,492,366 1,497,283 1,499,475 1,506,109 1,516,706 

うち利用件数 929,219 972,645 1,011,983 1,009,603 1,017,728 1,033,468 1,116,691 1,123,365 

うち未利用件数 544,843 503,004 468,380 482,763 479,555 466,007 389,418 393,341 

（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」

1-2-17図  外国における意匠権利用率の推移（全体推計値）

1-2-19図  外国における商標権利用率の推移（全体推計値）

1-2-18図  国内における商標権所有件数及びその利用率の推移（全体推計値）
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（資料）特許庁「平成 29 年知的財産活動調査報告書」
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知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 1－
知財活用企業（特許） 

特許権や商標権を各国で積極的に取得し、海外展開を拡大して全

世界で大きなシェアを確保　伊東電機株式会社

伊東電機株式会社（兵庫県）は、コンベヤ用モータローラ・制御機器・モジュール・ユニット・システム

など搬送関連機器、植物工場設備の開発・製造・販売・設置を行っている企業である。

また、モータローラを始めとする製品は国際市場でも高く評価されており、グローバルな営業展開をはかる

べく、日本国内・アメリカ・ヨーロッパ・アジアの世界４拠点体制で販売ネットワークを構築している。

同社では、社長及び開発部・営業部の責任者で構成される特許会議を2カ月に1回開催して、特許や商標

などの出願判断・出願国選定・権利維持等の重要事項を決定している。新製品の開発時には構想段階で必

ず国内外の先行技術文献調査を十分に行い、抵触する特許がないかを確認するとともに、出願の際に特許請

求の範囲の記載について議論する会合を実施するなど、より広く強い特許を取得することを意識した体制を

整備している。

モータを内蔵した搬送装置用ローラを開発して特許権や商標権を取得。応用製品の拡大を図りながら各国

での権利化を積極的に行い、海外展開を進めて世界で約7割のシェアを獲得している。また、モータや制御

に関するコア技術を基にした新事業にも取り組んでおり、植物工場事業に参入し、これらの分野でも基本特許

や周辺特許を出願している。

自社の特許権を侵害する可能性がある他社の製品を発見した際に、営業担当者から知財担当部署へフィー

ドバックする体制を構築している。また、海外で確認された模倣被害に対しては、現地で被害調査を行い、

警告等の必要な措置を取り模倣品を排除している。

搬送コンベヤの IoT を実現する

モータ内蔵ローラ「パワーモーラ」

省エネ・簡単設置　新時代の植物工場システム

「セル式モジュール型植物工場」人手不足・設計者不足をサポートする

簡単設置・簡単設計コンベヤ「id-PAC」
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知財活用企業（特許） 

全経営陣で知財戦略を審議する体制を構築するとともに、 

IPランドスケープを事業戦略の立案に活用　ナブテスコ株式会社

ナブテスコ株式会社（東京都）は、モノを精密に動かし、止める「モーションコントロール技術」を中核と

して、精密減速機、油圧機器、鉄道車両用機器、航空機器、舶用機器、商用車用機器、自動ドア、福祉機器、

包装機等の製造販売を行っている企業である。

同社の製品の多くは目につきにくい部分で機能しているが、その確かな性能によって世界中の人々の安全・

安心・快適な暮らしと、社会のインフラを支えている。

同社では、全社の知財経営戦略を司り、CEOを含めた全経営陣で全社の知財戦略を審議する会議を行い、

会社全体のコア価値とそれを獲得・強化するための知財戦略や、事業ポートフォリオの評価・改善等を審議

する体制を構築している。

将来ビジョンの実現に向けた経営課題を分析・把握して解決策を提案するため、知的財産権を活用したIP

ランドスケープを活用し、開発テーマの妥当性検証や新事業テーマの分析、特許網を構築すべきテーマ、ア

ライアンス先やM&A候補企業の探索等を実施して、知的財産部が事業戦略の指導を全社横断的に行っている。

航空、鉄道等の輸送分野から、産業用ロボット、自動ドア等の産業分野等において各種コア技術を開発し

て事業活動を行っている。世界市場の確保のため、世界各国での特許網の構築とノウハウの保護を徹底し、

模倣品対策として、権利行使等の毅然とした対応を講じている。同社の製品は市場で高いシェアを獲得して

おり、産業ロボットの精密減速機で世界シェア約6割を獲得している。

知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 2 －

ナブテスコグループの
継続的成長・

競争力強化に向けた
知財経営推進

●中期経営計画の達成
●長期ビジョンの実現

知財教育（グループ会社を含む）グローバル体制の構築 事業活動 
推進体制の整備事業基盤

ナブテスコグループ
企業価値

新事業

社内カンパニー

グローバルな	
成長

特許マクロ分析に 
基づく事業の 

方向性・目標設定

新事業

事業競争力の源泉 
であるコア技術の 

保護・強化

既存事業

企業価値の増大 
ブランド価値向上

企業価値

コア価値戦略知財武装・技術契約戦略

知財戦略の策定と実行

技術競争力	
強化

製品 
競争力 
確保

事業創造戦略M&A戦略

技術マーケティング・コア価値のシナジー活用

事業競争力	
強化

事業 
競争力 
強化

知的資産経営 
ブランド戦略
知財ポートフォリオ経営

圧倒的 
支配力 
確保

知財	
経営推進
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知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 3 －
知財活用企業（特許） 

事業段階に応じて戦略的に知的財産権の実施やライセンスを行い、

各国の市場での優位性を確保　日亜化学工業株式会社

日亜化学工業株式会社（徳島県）は、青色LED、蛍光体とLEDを組み合わせた白色LED、さらに青紫半導体

レーザーと世界初の光半導体を商品化し、LED、レーザーダイオード、蛍光体、電池材料等の製造販売を行っ

ている企業である。

これらの光半導体の発明は、ディスプレイ・照明・車載・産業機器・医療計測分野において光源の技術

革新を起こしている。

同社では、経営層の直下に知財部門を設置して経営の視点から知財戦略を策定し、開発した技術を財産と

して守ることの重要性を社内で共有している。戦略上重要なテーマについては、技術部門と知財部門が合同で

特許出願を検討する会議を毎月開催し、開発成果の共有や今後の開発方針を決定している。重要な特許を世

界各国へ出願することで、事業上で必要な特許網を国内外で構築している。また、知財部門に特許訴訟業務

を行う専門部署を設けて、特許訴訟等に即時に対応できる体制を構築している。

知的財産権は事業で利用されてはじめて価値を持つという考え方に基づき、製品化の黎明期・量産開始期・

量産拡大期などの事業段階に応じて、戦略的な知的財産権の実施やライセンスを行っている。

日米欧アジア主要各国で知的財産権を取得し、不正な模倣を防止する手段として知的財産権を活用し、こ

れまでに世界各国で70件以上の特許侵害訴訟をはじめとする対処を実施するとともに、相互に技術を補完す

るため、クロスライセンスを積極的に行ってグローバルアライアンスを形成するなど、各国の市場で優位性を

確保している。

様々な用途に応じて開発された LED 製品

LED に用いられる多彩な発光色の蛍光体 レーザーダイオードと蛍光体とを組み合わせた

マイクロホワイト
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知財活用企業（商標） 

コーポレートブランドと商品群・個別ブランドとを併用する 

複合ブランド戦略によりマーケティング強化　株式会社トンボ鉛筆

株式会社トンボ鉛筆（東京都）は、鉛筆、ペン、消しゴム、修正テープ、のり等の文具・事務用品の製造

販売を行う企業である。

1913年に創立、鉛筆製造を主軸に、「トンボ」の名の元に産み出された文具は、誕生以来、多くの利用者に

愛され、生活の中で息づいており、2013年に創立100周年を迎えている。

同社では、全世界の全商品に統一して使用するコーポレートブランドと、商品コンセプトやユーザー層に合

わせた商品群ブランド・個別ブランドとを併用する複合ブランド戦略によりマーケティングを強化している。

長年の使用により需要者の信用が醸成された商標を多数保有し、ブランドの提供価値と一貫したデザイン戦

略に沿った製品開発を重ね、ブランドの拡大を図りながら戦略的な商品展開やプロモーションを実施している。

また、「MONO」ブランドにおいて色彩のみからなる商標の第1号として商標権を取得している。

同社は、知財を担当する専門部署を設け、知的財産管理規程等の社内規定を整備し、知的財産権の取得・

管理の他、知財戦略の立案、模倣品対応やライセンス対応などの業務を実施している。ブランドを保護する

ために国内で270件以上の登録商標を保有している。

海外における知的財産権の取得・管理は国内の本社知財部門で一元管理しており、海外での模倣品に対し

ても現地法人の意見を聞きながら、本社主導で現地代理人と相談して対応している。

知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 4 －

コーポレートブランド「Tombow」と主な商品群ブランド

「MONO」ブランド製品の展開事例 「MONO」のシンボルカラーを

色彩のみからなる商標として登録
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知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 5 －
知財活用企業（オープンイノベーション推進企業） 

外部パートナーと連携したオープンイノベーションを積極的に推進し、 

ベンチャー企業の知財活動を積極的に支援　KDDI株式会社

KDDI株式会社（東京都）は、顧客の期待を超える有益で多様な商品・サービスの提供を通じて、顧客自ら

が生活をデザインでき、顧客が生活の中で不便に感じていることから解放され、より自由になれる、そうした

体験を顧客へ提供するため、通信とライフデザインの融合を進めている。

同社は、事業戦略と連携した知財戦略を実行する組織として知財戦略グループを設置。通信・金融・IoT

等のサービスやプラットフォームは差別化し、ネットワークやデバイスは標準化することによるオープン＆ク

ローズ戦略により、顧客へ提供するサービスを中心とした特許出願を行っている。

ビジネスの創出・拡大のため、ベンチャー企業育成プログラム「KDDI∞ Labo」を通じて、異業種のパート

ナー企業と連携したオープンイノベーションを積極的に推進している。パートナー企業とともにビジネスマッ

チング、アドバイザーによるメンタリング等を行い、支援企業の事業の立ち上げをサポートし、これまでの6

年間で58企業を支援し、有望なベンチャー企業48社に対して投資している。

ベンチャー企業の成長を支援することを第一に考え、支援の段階ではベンチャー企業が他社と協業する可

能性を残すために特許権を譲り受けることはせず、支援企業の成長を阻害しない方針を採っている。また、

ベンチャー企業の知財活動（権利化やリスクマネジメント）を積極的に支援するため、同社の知財室メンバー

が、ベンチャー企業の発明発掘・特許侵害調査・出願支援・知財関連規程類の整備等を行っている。

支援プログラム（∞ラボ）の卒業生一覧

アドバイザーによるメンタリング 支援企業による成果発表会

（11th DemoDay の表彰式）
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社長を委員長とした委員会で特許の権利内容や秘匿化の方針等について 

経営戦略の観点から判断　マイクロ波化学株式会社

マイクロ波化学株式会社（大阪府）は、マイクロ波化学プロセスの研究開発・エンジニアリング及び同プ

ロセスを活用した製品の製造販売・ライセンス事業等を行っているベンチャー企業である。

同社は、社長を委員長にして各部門長や知財担当者などから構成される委員会を毎月開催している。同委

員会では、権利内容・出願国の選択・秘匿化・他社特許への対策などについて、戦略的な事業展開を図る

ために顧問弁護士や弁理士の意見も活用しつつ、経営戦略の観点から判断している。限られた予算の中で効

果的な権利活用に繋げるため、権利範囲が広く優位性を確保した特許となるように、将来の権利行使も考慮し

て特許出願を行っている。

マイクロ波プロセスの優位性を保つため、原材料を反応し易くする独自開発の触媒や周波数・温度などマ

イクロ波を最も効率的に反応させるレシピはノウハウとして管理して、マイクロ波を利用した反応装置を特許

出願して権利化するオープン＆クローズ戦略を徹底している。

権利化により参入障壁を高くしすぎることで黎明期にある技術の普及が遅れて市場が拡大しない状況に陥

ることを防ぐため、食品・化学品・医薬品等の様々な分野の企業と合弁事業やライセンス事業を展開して、オー

プンイノベーションを実践している。

知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 6 －

世界初の大型マイクロ波化学工場

（製造能力：3200t/ 年）

工場内にあるマイクロ波リアクター マイクロ波を用いて開発中の新素材

（銀ナノワイヤ）



企業等における知的財産活動第2章

Case 7  

特許行政年次報告書2018年版 60

知財活用ベンチャー 

コア技術である屋外大量培養技術はノウハウとして秘匿化し、食品・化粧品・ 

燃料等に利用するための技術は積極的に特許出願　株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（東京都）は、ユーグレナ（ミドリムシ）等の微細藻類の研究開発・生産及びこれら

を用いた食品・化粧品、バイオ燃料等の開発製造販売、バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発等を行っ

ているベンチャー企業である。

同社は、コア技術であるユーグレナ（ミドリムシ）の屋外大量培養技術についてはノウハウとして秘匿化し、

生産したユーグレナを食品・化粧品・燃料等に利用するための技術については積極的に特許出願する知財戦

略をとっている。

エネルギー・環境分野においては、将来の商業化に向けて、ユーグレナの品種改良技術、分離濃縮技術、

発酵技術等、バイオ燃料生産プロセスにおける要素技術について、世界各国へ積極的に特許出願を行っている。

ユーグレナを一部使用したバイオ燃料生産のための基本技術について、将来的にバイオ燃料を生産する可能

性のある世界14カ国に出願を行い、日本・米国・中国・オーストラリア等で特許を取得しているほか、東

南アジアなどの各国でも権利化を進めて特許網の構築を図っている。

大学発ベンチャーとして、大学の研究成果を社会に還元するべく産学連携にも意欲的に取り組み、基礎研

究を中心に15以上の大学と共同研究を進めている。また、企業との共同研究も積極的に行っており、微細藻

類由来の素材を活かした食品・化粧品・飼料等の用途への応用研究も行っている。

知的財産活用企業　－ 2018 年度知財功労賞受賞企業より　その 7 －

微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）

ユーグレナ入り化粧品「one（ワン）」 ユーグレナ入り食品「ユーグレナの緑汁」




